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３．授業時間 
 

 白金校舎 横浜校舎 
１ 時 限   9：15 ～ 10：45   9：15 ～ 10：45 
２ 時 限 11：00 ～ 12：30 11：00 ～ 12：30 
昼 休 み 12：30 ～ 13：30 12：30 ～ 13：30 
３ 時 限 13：30 ～ 15：00 13：30 ～ 15：00 
４ 時 限 15：15 ～ 16：45 15：15 ～ 16：45 
５ 時 限 17：00 ～ 18：30 17：00 ～ 18：30 
６ 時 限 18：40 ～ 20：10  
７ 時 限 20：20 ～ 21：50  

 
４．試験（法と経営学研究科のみ該当） 

試験の形式は筆記試験を原則としているが、レポートまたは口頭試問等を課すこともある。これらの形式を組み合 
わせて実施することもある。 

１．定期試験 
・各学期ごとに、授業期間終了後、特に定期試験期間を設けて実施する。定期試験は学暦で定める。 
・ 定期試験を実施する科目、試験の時間割および試験会場等を、定期試験期間の１週間前までに Port Hepburn 

および大学院事務室掲示板にて発表する。 
・定期試験の実施時間帯は、通常授業と異なる。 

 

 

 

２．試験・レポートに関する心得 

1）試験 
① 学生証のない者および学生証を忘れた者の受験は認められない。ただし、学生証を提示できない学生は、教務 

部が交付する仮学生証（交付当日のみ有効）を提示すれば受験することができる。（手数料 200 円） 
※ 学生証紛失者はあらかじめ再発行手続きを済ませておくこと。（学生証再発行は申請日の翌日なので注意） 
②試験場への入室は、前の時限の受験者全員および監督者の退室が終わるまでできない。 
③遅刻については、監督者の許可のある限りにおいて、試験開始後 20 分以内まで入場することができる。 
④試験開始の合図があるまで、問題・解答用紙は伏せておくこと。 
⑤監督者の指示があるまで、試験場から退室できない。 
⑥解答用紙の持ち帰りはできない。 
⑦携帯電話やスマートウォッチ等の電子情報機器類の電源を切ってカバン等に入れること。時計機能の使用は認め 

ない。 
⑧不正行為を厳禁する。不正行為を行った学生に対しては、学則に定めた厳しい処分を課す。 
 不正行為の事例 
  カンニングペーパーの用意または使用 
  答案の交換 
  使用が許可されていない文献等の使用や貸借 
  使用が許可されている文献等の、授業科目担当者による了解の無い貸借 
  机、学生証、所持品、壁への解答およびそれに類するものの書き込み 
  答案の盗み見 
  携帯電話等の使用 
  声、動作等による解答の伝達、その受信 
  試験監督者の指示に従わなかった者またはこれと同等とみなされる不当な行為を行った者 
2）レポート  
①レポートは、授業担当教員へ直接提出することを原則とする。 
② レポートには表紙をつけ、授業曜時限・科目名・授業担当教員名・レポート題名・学籍番号・氏名を明記する 

こと。 
③提出先、提出日、受付時間を厳守すること。 

１ 時 限   9：15 ～ 10：15 
２ 時 限 11：00 ～ 12：00 
３ 時 限 13：30 ～ 14：30 
４ 時 限 15：15 ～ 16：15 
５ 時 限 17：00 ～ 18：00 
６ 時 限 18：40 ～ 19：40 
７ 時 限 20：20 ～ 21：20 

 

 授業担当教員が提出先を大学院事務室と指定した場合に限り、大学院事務室で受け付ける。 
  ア．窓口時間内に受け付ける。時間を過ぎたものは理由の如何を問わず受け付けない。 
  イ．窓口に設置される提出箱に投入すること。 
  ウ．誤って提出したレポートは無効となる。提出箱を間違えないよう十分注意して投入すること。 
  エ． 一旦提出したレポートの出し直しはできないので、書き漏れ、書き忘れなどないよう提出箱に投入する 

前によく確認すること。 
 

５．学業成績 
１．成績評価 

成績評価は、各授業科目の担当教員が下記の本学の定めた成績評価基準に則り、試験（レポート等を含む）の得点、
平常点、授業での状況等を総合的に評価して決定している。合格した授業科目については、授業科目所定の単位が与 
えられる。 
 成績発表時には、全履修科目の評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｎ、Ｉ、Ｒ）を記載する。 
 成績証明書には、合格科目（単位修得科目）についてのみ科目名と評価が記載される。 

【注意】「評価不能」とは、試験未受験（法と経営学専攻のみ）・出席不良等、当該科目の成績評価の前提条件を満たし 
ていないと担当教員が判定したことを示す。 

２．履修中止制度 
履修中止制度は、修士課程および博士前期課程のみを対象とする。 

履修中止制度とは、履修登録の確定後に、授業内容が勉強したいものと異なっているという理由により履修
を放棄したい場合、不合格となることで GPA が下がることを回避するため、授業期間の途中に履修を中止す
ることができる制度である。 

履修登録期間に行う履修科目の修正と履修中止制度とは異なる。履修を中止した科目の替わりに、別の科目
を履修登録することはできない。また、履修を中止した科目は、いかなる理由があっても、その学期中に履修
を復活させることや教科書・テキスト代等の返金はできない。ただし、履修を中止した科目を、次学期以降に
改めて履修することは可能である。 
①対象科目 
 履修中止対象科目は別途案内する。 
②申請時期・申請期間 
【申請時期】  春学期：春学期科目・通年科目・夏期講座   秋学期：秋学期科目 
【申請期間】  春学期：５月中旬              秋学期：10 月中旬 

  ※ 具体的な日程は掲示等により通知する。 
③申請方法 

     履修中止の申請は、所定の期間に申請書により手続きをすること。申請書には指導教員のサインが必要となる。
申請期間後の申請および履修中止の取り消しは一切認めない。

 

種別 評価 評点 
（100 点満点）  準基価評績成 否合

成績評価の 
段階を 

定める科目 

Ｓ 100～90 

合格 

到達目標を充分に達成し、極めて優秀である。 
Ａ 89～80 到達目標を充分に達成している。 
Ｂ 79～70 到達目標を概ね達成している。 
Ｃ 69～60 到達目標を最低限達成している。 
Ｄ 59 以下 

不合格 
到達目標を達成していない。 

Ｎ 評価不能 
試験未受験（法と経営学専攻のみ）・出席不良等、当該科
目の成績評価の前提条件を満たしていない。 

成績評価の 
段階を 

定めない科目 

Ｉ － 
単位 
認定 

大学院学則第 10 条の 2 第 5 項に基づき、他大学院等で得た
単位を本学の授業科目に相当するものとして当該研究科が
認定したもの。 

Ｒ － 
大学院学則第 11 条の 3 に基づき、本学入学前に他大学院等
で得た単位を本学の授業科目に相当するものとして当該研
究科が認定したもの。 
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④履修中止を申請した科目の表示 
 （a）履修登録確認表：「中止」 

   （b）成績通知書：「W」 
  （c）成績証明書：記載しない 

３．GPA（Grade Point Average） 

成績をはかる基準として GPA を採用することがある。GPA とは、科目の単位数に成績評価ごとのポイントで
重みをつけて、その総合計を総単位数で割った数値である。これにより成績の順位を決定したり、単位をどの
程度のレベルで修得したかをみる際に使用することができる。なお、大学院事務室では個々の院生の GPA お
よびこれを使用した成績順位の問い合わせには応じていない。 

 
◎計算式 
  （科目の単位数 × その成績評価のポイント）の総和 

          科目の単位数の総和  
◎評価のポイント 
 S ＝４  A ＝３  B ＝２  C ＝１  D・N ＝０ 
◎ 2022 年度に GPA を使用することが決定しているのは、2022 年２月現在、次のとおりである。 

   ・ 明治学院大学協定留学者の学内選考 
・ 明治学院大学出身入学者支援奨学金対象者の選考 

   ・ 明治学院大学大学院成績優秀者特別奨学金対象者の選考
   ・ 日本学生支援機構第一種奨学金対象者の選考 
   ・ 日本学生支援機構第一種奨学金返還免除推薦対象者の選考 
  
 

６．修了の要件と手続 
１．修了要件 

各課程における修了の要件は、大学院学則第６章（P.115）に記載されている。専攻毎の要件は大学院学則別表第１
（１年次生は P.38～98 の「履修方法」、２年次生以上は入学年度の大学院要覧該当ページ）を参照すること。

２．９月修了 

最短修業年限（修士課程・博士前期課程は２年、博士後期課程は３年、いずれも休学期間を除く）を超えて在籍し、
春学期末において所属する専攻が定める修了要件を満たした者は、春学期末での修了を認める。これを「９月修了」
という。 

なお、修士課程・博士前期課程において９月修了を希望する者は、科目履修届と同時に「９月修了申請書」を大学
院事務室に提出しなければならない。この手続きを取らなかった者は、春学期末で上記の要件を満たした場合でも
９月修了の対象にはならない。 
 

７．研究発表、研究中間発表 
⑴ 文学研究科および社会学研究科の博士後期課程において、所定の単位を修得し．または授業科目を履修して、在 

学期間満了により退学する者は、学年末に開催される研究発表会で在学中の研究成果を発表する。なお、社会福 
祉学専攻は、在学者全てを対象に研究発表会（学年末）を開催し、年度ごとの研究成果を発表するように求める。 
開催予定日：掲示で告知 

⑵ 文学研究科の博士後期課程１、２年次に在学する者は、研究中間発表会を行う。その詳細については各専攻に問 
い合わせること。 
 

８．委託聴講生制度（単位互換） 
⑴ 委託聴講生制度とは、大学院に在籍する学生が、本学と協定を締結した他の大学の大学院で特別聴講学生として 

授業を聴講できる制度である。この場合、聴講の申し込みを受けた受講先の大学院は、正規の授業にさしつかえ 
ない限り聴講を許可することになっている。 

⑵ 現在、本学大学院において委託聴講生に関する協定を交わしている専攻は、英文学専攻、フランス文学専攻、経 
済学専攻、社会学専攻、社会福祉学専攻の 5 専攻である。 
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